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独立行政法人国立印刷局 

 

 

女性の職業選択に資する情報の公表 

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成２７年法律第６４

号）第２０条の規定に基づき、国立印刷局の就業状況に関する情報を以下のと

おり公表する。 

 

※１  各項目における基準日等は以下のとおり 

項目１．４．５．９：令和７事業年度（令和７年４月１日～令和８年３月３１

日） 

項目２．３．７．８：令和８年４月１日 

項目６：令和７年１月～令和７年１２月 

※２  項目２．５．６は再任用又は暫定再任用を含む。 

※３  項目１については、「国立印刷局一般事業主行動計画」における令和１２年度

末を期限とする目標値は４０％以上に設定している。 

項 目 状 況 

１ 採用した全職員に占める女性職員の割合 ４４％ 

２ 全職員に占める女性職員の割合 ２６％ 

３ 男女の平均勤続年数の差異 
男性： ２５年 

女性： ２１年 

４ 男女別の育児休業取得率 
男性： ８７％ 

女性：１００％ 

５ 全職員の一か月当たりの平均残業時間数 １１時間 

６ 年次有給休暇の取得率 ８３％ 

７ 管理的地位にある女性職員の割合 ５．８％ 

８ 監督的地位にある女性職員の割合 １２．０％ 

９ 男女の賃金の差異（全ての労働者） ８９．５％ 

 

 うち正規雇用労働者 ８７．４％ 

 うち非正規雇用労働者 ９０．６％ 



※４  項目３は職員のうち期間の定めのない労働契約を締結している職員を対象と

して集計した。 

※５  項目４は「育児休業取得者数」／「新たに育児休業が取得可能になった人数」 

    「国立印刷局一般事業主行動計画」における令和１１年度末を期限とする目標

値（男性の取得率）は ８０％以上に設定している。 

※６  項目５は労働基準法第４１条第２号に規定する管理監督者を除く。 

※７  項目６は当該年に新たに付与された年次有給休暇日数に対する取得率 

※８  項目７の「管理的地位」とは、第６次男女共同参画基本計画における成果目標

に掲げられた独立行政法人等の部長相当職及び課長相当職（一般職の国家公務

員の本省課室長相当職に準ずる職位を想定）をいい、国立印刷局の工場におけ

る部長相当職以上をいう。「国立印刷局一般事業主行動計画」における令和１

２年度末を期限とする目標値は８．６％に設定している。 

※９  項目８の「監督的地位」とは、本局及び研究所を含めた国立印刷局全体の課長

相当職及び係長相当職をいう。「国立印刷局一般事業主行動計画」における令

和１２年度末を期限とする目標値は１２．９％に設定している。 

※１０ 項目９は男性の賃金に対する女性の賃金の割合であり、算出に当たっては次の

とおりとした。 

賃金：退職手当、通勤手当等を除く。 

正規雇用労働者：常勤職員（任期付職員及び再任用職員を除く。） 

非正規雇用労働者：任期付職員、再任用職員及び非常勤職員 

なお、再任用職員のうち短時間勤務職員及び非常勤職員については、正規雇用

労働者の所定労働時間（１日７時間４５分）で換算した人員数を基に平均年間

賃金を算出している。 

 


